
（単位：千円）

負担金

使用料

手数料

財産収入

寄付金

繰入金

11,798 その他 0 

行財政改革課処理欄

0 

その他 0 0 

一般財源 11,798 諸収入 0 

計

区　　分 補正額 0 

財
源
内
訳

国・県支出金 0 0 

地方債 0 

総務部長段階査定額 11,798 その他財源の内訳

分担金 0 

0 

市長段階査定額 11,798 0 

総務管理費

目 一般管理費

補正前額 26,606 

要求額 13,590 

介護保険費特別会計 【問合せ先】賦課・徴収係　0857-20-3452
【９次総の施策体系】3202
【事業の経過及び背景】
　「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す
る法律」が平成２６年６月１８日に可決成立し、平成２７年４月１日から順次施行される
ため。（一部は平成２６年６月２５日の公布日に施行）

【事業の目的及び効果】
　法改正により、サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用開始や特別養護老人
ホーム入所者の資格要件管理など、介護保険システムの資格管理機能の改修が必要とな
る。また、介護予防・日常生活支援総合事業の給付管理機能などの改修も必要となる。こ
の改修を行うことにより法令順守による適切な事務執行を行う。
　このほか、事務補助を行う臨時職員の人件費を実績見込みに基づき補正を行う。

【事業の内容】
　１　介護保険システムの法改正対応改修
　　①　法改正対応製品の適用作業
　　②　上記①を適用することで発生する本市独自仕様部分の調整作業
　　　（補正後）11,816千円－（補正前）　　0千円＝（補正額）11,816千円（Ａ）
　
　２　臨時職員の人件費
　　　（補正後） 2,045千円－（補正前）2,063千円＝（補正額）　△18千円（Ｂ）

　　　計11,798千円（Ａ）＋（Ｂ）
　 
　＜過年度実績＞ 
　　平成２２年度　　８，５２１千円（内システム改修費　　　３１５千円） 
　　平成２３年度　１９，４３６千円（内システム改修費１０，２０６千円） 
　　平成２４年度　２１，８１０千円（内システム改修費１０，２８０千円） 
　　平成２５年度　２４，３９８千円（内システム改修費　５，８８０千円）

款 総務費

項
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